
山鹿市職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  令和８年３月１９日 

 

山鹿市長●早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第１３号 

 

山鹿市職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する

規則 

 

 山鹿市職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則（令和７年山鹿市規則第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 附則別表の福岡県の項中「９パーセント級地」を「８パーセント級地」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


